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（取り入れる要素）命、夢、希望、環境、自然、安心、健康、多様性…

将来都市構造図（イメージ）

全 体 構 成

【A.土地利用・市街地整備】

現状等の整理 分野別整備方針＋方針図

（参考：現行計画の将来都市像）

ともに築く 自然とやさしさがあふれる 文化のまち いちかわ

将来都市構造

まちづくりの整備方針 （分野別）

将来都市像

⑴ 

全

体

構

想

※市全体の特徴や骨格を表し、目指
すべき都市の姿を描くものです。

※都市づくりの目標や将来都市構造
を実現するための都市全体の整
備方針です。
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【B．道路・交通】

【C．水と緑・景観】

【D．防災】

【E．環境】

P2 P3

『都市計画マスタープラン』について

現状等の整理 分野別整備方針＋方針図

現状等の整理 分野別整備方針＋方針図

現状等の整理 分野別整備方針＋方針図

現状等の整理 分野別整備方針＋方針図

P4 P5

P6 P7

P8 P9

P8 P9

P1

P2~

○「都市計画マスタープラン」は、都市計画法第18条の２に基づく「都市計画に関する基本的な方針」
です。

○「市川市総合計画」に定められた「将来都市像」を実現するため、都市の将来あるべき姿や都市づくり
の方向性を定めるものです。

令和8年度～令和32年度（2050）まで

位置
づけ

計画
期間

【E．環境】
現状等の整理 分野別整備方針＋方針図

⑵
地
域
別
構
想

【Ⅰ．北東部】

地域の概況 地域別整備方針＋方針図

⑶ まちづくりの推進方策

【Ⅱ．北西部】

【Ⅲ．中 部】

【Ⅳ．南 部】

※市民生活と密接に関連する身近
な地域を対象とした構想です。

地域の概況 地域別整備方針＋方針図

地域の概況 地域別整備方針＋方針図

地域の概況 地域別整備方針＋方針図
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①総人口は、R32頃まで増加の見込み
・本市の総人口は、令和32年頃まで増加を続け、その後、減少に転じる見込みである。
・市街化区域の人口密度は約120人/ha（令和2年時点）と高い値であり、特に駅周辺で密度が高い。
（参考：人口集中地区（DID）の人口密度： 40人/ha ）

②少子高齢化が進展
・高齢化率は、令和32年には約29％まで上昇する見込みである。
・高齢化率が21％を超える地区が、主に市北部等に存在している。

人口・世帯等の状況

Ｈ１３ Ｒ３ 増減

商業地域
（駅周辺）

24.9 30.9 6.0 

近隣商業地域 20.8 16.5 ▲4.3 

上記以外の
用途地域

（住宅地等）
245.3 208.6 ▲36.7 

土地利用の割合（R3）

工業用地（内陸部、田尻地区）の土地利用変化（H13→R3）

市街化調整区域（北部、大町地区）の土地利用変化（H13→R3）

都市再開発の方針図(現 行)町丁目別の高齢化率（R6）

✓将来的に人口減少の可能性がある中、既成市街地において一定の人口密度を維持することが重要。

✓少子高齢化の進展を踏まえ、高齢者や子育て世帯など全ての世代が、住みやすさ、便利さなどを実感できるまち
づくりが重要。

✓自然的土地利用が減少する中で、景観面・環境面など様々な面で有効に機能する「自然」を適切に保全・活用し、
日々の生活においてゆとりや豊かさを感じることができるまちづくりを進めることが重要。

✓防災面の脆弱性や既成市街地の老朽化などを考慮し、災害に強く、安全性・快適性の高いまちづくりが重要。

➡上記の考えをもとに、幅広い世代から選ばれ、住みたい・住み続けたいと思われる都市を実現するため、「まちの
魅力を高める調和のとれた土地利用」、「安全で快適に暮らせる市街地・住環境の形成」を進めていく。

まとめ

③工業用地は、他用途への転換が進行
・内陸部では、住宅用地等への土地利用転換が進ん
でおり、住工混在の状況が見られる。

・臨海部では、物流施設用地への土地利用転換が進
んでいる。

④市街化調整区域では、

開発に伴い自然が減少
・北部の農地等では、徐々に宅地化が進んでいる。
・原木・高谷地区では、農地等から物流施設等への
土地利用転換が見られる。

・一部地区においては、無接道敷地の発生や異なる
土地利用間の摩擦が発生している。

自然的土地利用

（水面含）

19%

住宅用地

33%

商業用地

5%

工業用地

5%

運輸施設用地

4%

道路用地

16%

公園・緑地

4%
その他

14%

土地利用面積の増減（H13→R3）

商業地の増減（H13→R3）

①自然的土地利用が減少し、都市的土地利用が拡大
・土地利用の現況は、住宅用地、自然的土地利用（農地、山林、水面など）の
割合が高く、本市は水と緑に囲まれた住宅都市である。

・平成13年から令和3年の20年間で、自然的土地利用が大きく減少した。一方、
道路用地、運輸施設用地、公園・緑地、住宅地は増加した。

②商業用地は駅周辺で増加、その他の地区で減少
・商業用地は、中心市街地（駅周辺）で増加している一方、それ
以外の用途地域（住宅地等）で減少している。

・商業用地が減少する原因としては、経営者の高齢化や後継者不
足などが挙げられている。

土地利用の分布（R3）

土地利用の状況

市街地等の状況

①市街地の防災性は向上するも、未だ課題のある地区が存在
・古くから市街地が形成されている市川地区、八幡地区等は、 「都市再開発の方針」において、
耐震性や火災時の延焼等の観点から「防災性の向上を図るべき地区」とされている。

②既成市街地・住宅ストックに関する課題の顕在化
・行徳地区及び南行徳地区は、土地区画整理事業から約50年が経過し、建物等の更新
時期を迎えている。

・下水道普及率は約8割まで上昇したが、昭和40年代以降、集中的に整備を進めてき
たインフラの老朽化が進む。

・令和3年時点で、築40年を超える高経年マンションは約250棟、今後も増加が想定さ
れる。

・本市で把握する空き家数は、平成28年度時点で487棟であったものが、令和5年度時
点では574棟となっており、増加傾向にある。
また、一部の空き家は、適切に管理がなされておらず、周辺環境へ悪影響を及ぼし
ている。

③宅地面積の狭小化
・敷地面積100㎡未満の新築建物の割合は、平成１～５年は約20％であったものが、
令和１～４年では約30％に増加しており、建物の敷地面積は狭小化している。
この背景には、地価の上昇、宅地分割の影響がある。
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（１）全体構想 ー A.土地利用・市街地整備 2



      方 針 図（ ※現時点でのイメージであり、変更の可能性がある。）

3
整備方針のポイント

[６］ 防災性・居住性に優れた市街地の整備

[７］ 多様なニーズに対応した住まいと住環境の形成

[１] 住みやすさを実感できる住宅地の形成

[２］ （商業・業務・文化など）都市活動を支える拠点・軸の形成

[３] 産業を支える工業・流通業務地の形成

[４] 水と緑を活かした多様な土地利用の展開 

[５] 市街化調整区域の適切な土地利用の誘導

✓臨海部及び湾岸道路周辺は、広域的連絡機能の強化に繋がる道路整備とともに、製造業から物流・倉庫業への転
換などの産業構造の変化に対応した工業･流通業務地の形成を図る。

✓内陸部の工業地（市川南、田尻、原木地区など）では、既存工場の操業動向、土地利用転換の状況を踏まえ、 周
辺に配慮した適切な土地利用を図る。

✓都市拠点（本八幡駅、市川駅、行徳駅周辺）では、商業・業
務、文化機能の強化、防災性の向上に加え、ウォーカブルな
まちづくりの観点から、賑わい・活気あるまちなかの形成を
図る。

✓地域生活の中心的役割を担う地域拠点（上記以外の主な駅周
辺）では、商業・業務機能等の維持・充実を図る。

✓幹線道路沿道では、地域ごとの特性に応じて、生活利便性、
事業環境、自然等に配慮した上で、魅力ある都市空間の形成
を図る。

✓市街化調整区域は、災害リスクや人口減少の可能性を踏まえ、無秩序な土地利用や開発行為の抑制を原則とする。
✓大町地区、原木・二俣地区では、道路計画等の動向に応じて、地域のニーズや課題を踏まえつつ、周辺と調和し
た土地利用を検討する。

✓快適な日常生活を支える都市基盤の整備・維持管理と、防災性に優れた市街地整備を進める。

✓北部の住宅地等では、良好な住環境形成、グリー
ンインフラ活用の観点から、身近な緑地・農地等
の保全・活用を図るとともに、公園整備をはじめ
とする生活空間の緑化を進める。 

✓臨海部や沿川部等では、自然・市民生活・漁業・
企業活動等に配慮しつつ、多様な土地利用を図る。

■まちの魅力を高める調和のとれた土地利用

■安全で快適に暮らせる市街地・住環境の形成

身近な緑地や水辺空間活用のイメージ

都市拠点の魅力向上のイメージ

✓「北部の自然環境と調和する低層住宅地」「南部の歴史的環境を活かした低中層住宅地」といった「地域特性を
活かした住宅地づくり」を進める。

✓高齢化の進展が見られる中、北部の低層住宅地の主要な道路沿い等において、高齢者等の生活のしやすさ、外出
機会増進等の観点を踏まえつつ、日常生活の利便性に配慮した土地利用の誘導を図る。

✓少子高齢化の進展、気候変動の深刻化、DXの浸透等といった社会変化に鑑み、多様なライフスタイル、カーボン
ニュートラルの実現、防災性の向上等に対応した良好な住まい・住環境の形成を図る。

✓住宅確保要配慮者の状況を注視しつつ、住宅セーフティネット機能の確保に努める。
✓住宅ストックの老朽化や管理不全、敷地分割に伴う宅地の狭小化等に起因する住環境悪化を防止するため、高経
年マンション対策、空き家対策その他良好な住環境の維持・形成に関する施策を進める。

塩浜親水事業のイメージ大柏川第一調節池緑地

（１）全体構想 ー A.土地利用・市街地整備



公共交通利用可能圏域
（鉄道R5・バスR4時点）

✓少子高齢化の進展する中、公共交通不便地域の存在やDX等による新たなサービスの可能性などを踏まえつつ、
子どもから高齢者まで全ての世代が利用しやすい公共交通を実現することが重要。

✓狭あい道路の分布、交通渋滞の発生状況、既存インフラの老朽化などを踏まえ、人・車の双方が安全で快適に利用
できる、道路や歩道を作っていくことが重要。 

✓カーボンニュートラルの実現に向け、環境に配慮した交通体系への転換が重要。

➡上記の考えをもとに、「誰もが円滑に移動できる交通体系の形成」、「市民生活を支える道路・道路空間の形成」、
「道路交通の脱炭素化」を進めていく。

まとめ

新たに取り入れる視点

①公共交通分担率が高く、鉄道が市民の重要な移動手段
・市内には、鉄道が 7路線16駅整備されているほか、民間路線バス、コミュニ
ティバスが運行されている。

・鉄道＋バスの公共交通分担率は約43％と、比較的高い割合を占め、特に鉄道
が市民の重要な移動手段となっている。

・その他の交通手段は、自動車が約16％、自転車が約15％となっている。

②市内の一部で公共交通不便地域が存在するものの、

公共交通は市内の大部分をカバー
・公共交通利用可能圏域（駅勢圏800ｍ、バス停圏300ｍ）は、
市内の大部分をカバーするが、市北西部等において部分的に
公共交通不便地域が存在する。

・令和5年に実施した市民アンケートでは、「鉄道やバス、車等
の交通の便利さ」は58％が満足と回答（満足度が２番目に高
い）。ただし、中部地域では75％が満足と回答した一方、北
西部・北東部地域では50％弱に留まる。

③路線バスの本数は、近年、減少が続く
・市内では、５事業者により民間路線バスが運行されている。
・一日平均運行本数は、平成27年をピークとして、近年減少基
調にある。

④主要駅等における安全性・利便性が向上
・16駅全てで、段差解消工事が完了したが、ホームドアの設置
は、一部の駅に留まる。

4m未満道路の分布状況

①歩きたくなるまちづくり・ウォーカブルの推進
・都市再生特別措置法の改正により、まちなかウォーカブル等の「人中心のまち
づくり」が進められている。

・街路空間を車中心から人中心の空間へと再構築し、沿道と路上を一体的に活用
することで、誰もが居心地がよく快適な都市づくりの推進が求められる。

②DX・自動運転技術の発展
・DX技術の進展により、交通分野においても自動運転技術の発達や物流・物資輸
送のドローン技術活用などが進んでいる。

・自動運転の実装に向けては、走行環境の整備や社会受容性の向上など、導入を
見据えた街路空間の形成、総合的な取組が求められる。

③道路交通の脱炭素化
・地球規模の温暖化の進行や環境意識の高まりを受け、道路交通分野においても
カーボンニュートラルの実現に向けた取組が必要である。

・公共交通、自転車の利用促進や電気、水素等のクリーンなエネルギーを使用す
る次世代自動車の普及等が求められる。

ウォーカブルのイメージ

自動運転導入を見据えた街路空間のイメージ

41% 2% 16% 1% 15% 24% 1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

代表交通手段分担率

鉄 道 バ ス 自動車 バイク 自転車 徒 歩 その他

交通渋滞の発生状況（R3、午前7時）

①「狭あい道路」が広範囲に分布
・土地区画整理事業が行われていない地区など広範囲において、幅員が４ｍ未
満の狭あい道路が多く存在する。

・狭あい道路は、通行時の危険性、日照や通風の不足、災害時の道路閉塞や延
焼危険性といった課題を有する。

・令和5年に実施した市民アンケートでは、「歩行者の安全」について、67％
が不満と回答、全ての項目中、最も不満度が高い。

②都市計画道路の整備率は約6割／未整備路線は約4割
・外環道路や都市計画道路3・4・18号の整備により、整備率は約6割まで伸び
たが、主に市北部、中部において未整備区間が残されている。

③通勤時間帯などに交通渋滞が発生
・外環道路や都市計画道路3・4・18号といった南北方向骨格軸の整備や立体
交差化等により市内の交通状況は改善した。

・しかしながら、市中心部のJR線と平行する幹線道路などにおいて、通勤・退
勤時間に交通渋滞（走行速度の低下）が見られる。

④整備を進めてきた道路インフラは、今後老朽化が進む
・昭和40年以降に整備された道路・橋梁（市道）の延長は、約300kmあり、
昭和40年以前にあった約440kmを含め、今後、既存インフラの老朽化が進む。

⑤自転車利用環境の充実
・自転車走行空間は、平成27年度時点で900ｍであったものが、令和４年度時
点では17,810ｍまで伸びた。

⑥バリアフリー化・無電柱化の進展
・市川市バリアフリー基本構想で指定する主要４地区(市川・本八幡・行徳・
南行徳)周辺において、バリアフリー化整備が進んだ。

・無電柱化路線は令和４年度で、計38路線、整備延長21.26kmとなって
おり、市内の道路における無電柱化率は約3％となっている。

公共交通等の状況 道路ネットワークの状況

（１）全体構想 ー B.道路・交通 4
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      方 針 図（ ※現時点でのイメージであり、変更の可能性がある。）

5
整備方針のポイント

[２] 安全で快適な道路空間の創出

[３] 地域の円滑な交通や防災機能強化に資する道路網の整備 

[４] 広域的連絡機能や防災機能の強化に資する道路網の整備

[５］ 環境に配慮した交通体系への転換

■誰もが円滑に移動できる交通体系の形成

[１] 公共交通の利便性・快適性の向上

✓カーボンニュートラルを実現するため、EV（電気自動車）やFCV
（燃料電池自動車）といった次世代自動車の普及、公共交通機関や
自転車の利用促進、道路空間の緑化等により環境負荷の少ない交通
体系への転換を図る。

✓移動困難者等に配慮した既存公共交通の利便性、快適性の向上を図るとともに、
AIやICT技術等を活用した新たな移動手段の導入について、技術の進展など社会動向を踏まえながら検討を進める。

✓駅周辺の拠点では、無電柱化、官民連携による居心地の良い滞在空間の創出、バリアフリー化、放置自転車対策
等により、ウォーカブルなまちなかづくりを進める。

✓幅員が狭く防災上や安全性の面で課題を有する生活道路の改善を図る。
✓自転車利用者と歩行者が安全に移動できる交通環境の実現に向け、自転車走行空間の計画的な整備を進める。
✓インフラの老朽化に伴い、 道路、交通安全施設（街路灯、ガードレール等）等の適正な維持管理を行う。

✓円滑な交通の実現に加え、住宅地内への通過交通の排除、防災性の向上等を図るため、都市計画道路3・4・13号、
3・4・14号、 3・4・15号をはじめとした道路整備や（仮）大洲橋、（仮）押切・湊橋等の江戸川架橋の整備を進
める。

✓渋滞解消や安全性確保のため、立体交差化や、右折レーン設置等による交差点改良を進める。

✓広域的連絡機能の強化に加え、通過交通の円滑な処理、防災性の向上、産業の維持・発展等のため、市北部を東西
につなぐ北千葉道路、都市計画道路3・3・9号等の道路整備を進める。

■市民生活を支える道路・道路空間の形成

■道路交通の脱炭素化

次世代交通や自転車等を中心とした交通システムのイメージ

市川市コミュニティバス 自動運転バスのイメージ

出典：「自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き」国土交通省、経済産業省、警察庁

出典：「２０４０、道路の景色が変わる ～人々の幸せにつながる道路～」国土交通省

（１）全体構想 ー B.道路・交通

道路整備のイメージ（外環道路） 江戸川架橋のイメージ（妙典橋）



①公園の数・面積は、ともに増加傾向

 一部、公園不足地域が存在するが、大部分で身近に公園を利用可能
・都市公園は令和5年時点で、計424箇所、約180ha存在しており、箇所数・面積とも
に増加傾向にある。

・市内の大部分を公園誘致圏がカバーしており、比較的身近に公園を利用しやすい環
境と言えるが、市北東部・北西部などの一部で公園不足地域がある。

公園等の状況

①北部を中心に「緑地等」が広がるが、その面積は減少傾向
・自然的土地利用（農地・山林等）は市北部を中心に分布している。
・市街地に存在する農地である「生産緑地」の面積は、平成24年に約101ha存在してい
たものが、令和５年時点で約84haまで減少した。

✓自然環境が持つ多面的な機能を活用する「グリーンインフラ」の考えに沿い、貴重な自然環境を積極的に保全する
とともに、市民の憩いや交流の場等として活用していくことが重要。

✓公園不足地域の存在、一人当たりの公園面積の狭さなどを踏まえ、住む場所に関わらず、身近にゆとりや潤いを感
じることができるよう、多様な緑の空間を創出していくことが重要。

✓地域ごとの特性や点在する資源を活かし、それらと調和した魅力的な景観づくりが重要。

➡上記の考えをもとに、「自然環境の保全と活用」、「みどり豊かな都市空間の創出」、「地域特性を活かした魅力的な
景観形成」を進めていく。

まとめ

新たに取り入れる視点

①GX・グリーンインフラ
・緑や自然環境が持つ多様な機能を利用した社会資本整備や土地利用の促進、
環境保護・カーボンニュートラルと経済成長の両立により、持続可能で魅力
ある国土・都市・地域づくりが進められている。

・今後の都市基盤整備にあたっては、自然環境と共生した取組が求められる。

市川市 千葉県 全国

1人当たり
公園面積
（R5）

3.64㎡ 7.1㎡ 10.8㎡

公園の分布状況

市民１人当たり公園面積の比較

景観計画に示すゾーン区分

グリーンインフラの将来イメージ

Park－PFIのイメージ

②S40年代後半から集中的に整備してきた施設は、今後老朽化が進む

③市民一人当たり公園面積は低い水準

②河川・海辺といった「水辺環境」の存在
・江戸川、真間川、大柏川等の多くの河川が市街地を流れ、南端は東京湾・三番瀬に臨む。
・河川に面した親水テラス、海辺の展望デッキ、調節池緑地などの親水空間の整備を進めている。

自然環境の状況 景観の状況

①地域ごとに異なる景観特性
・緑地・農地の残る北部、市街地の広がる中部・南部、臨海部の工業地や駅
前の商業地、寺社周辺の風情が残された地区など、地域ごとに異なる景観
特性を有している。

・本市では、市内全域を景観計画区域に指定し、景観特性に従って8つの
ゾーンに区分している。

②自然・歴史・文化といった景観資源が点在
・文化財は市全域に点在し、歴史や文化を物語る景観資源が残されている。
・クロマツ、斜面緑地、寺社林、真間川の桜並木など、地域を特徴づける自
然景観が存在する。

②都市と緑・農が共存するまちづくり
・特定生産緑地制度の創設など、都市農地を保全し、都市にあるべきも
のとして維持する取組が進められている。

・農地等の地域資源を活かしたまちづくりの推進が求められる。
③公園に対するニーズの多様化
・都市公園等のインフラの老朽化や量から質への転換、災害の激甚化な
どを踏まえ、公園に求められるニーズが多様化している。

・都市公園法・都市緑地法が改正され、Park-PFI（公募設置管理制度）
等の新たな制度の運用が進んでおり、これらの制度も活用した、魅力
ある公園等の整備が求められる。
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106ha 111ha
119ha

141ha

174ha 180ha
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50ha

100ha
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200ha

S40 S50 S60 Ｈ元 Ｈ10 Ｈ20 H30 R5

公園の整備状況

101ha

84ha

70ha

75ha
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85ha

90ha

95ha

100ha

105ha

生産緑地地区面積の変化
三番瀬

じゅんさい池緑地

大洲防災公園 常夜灯公園のクロマツ

自然的土地利用の分布（R3）

真間川と桜

葛飾八幡宮とイチョウ法華経寺

昭和学院創立記念館

（１）全体構想 ー C.水と緑・景観 6



整備方針のポイント

 [２] 多様な公園の整備、適切な維持管理

[３] 水と緑のネットワークづくり、緑あふれるまちづくり

[４］ 周辺環境と調和するまち並み景観の形成

[５] 自然・歴史・文化を活かした景観の形成

[１] 緑や水辺の保全・活用

✓良好な住環境形成、グリーンインフラ活用の観点から、緑地・農地等の保全・活用を図る。 
✓臨海部や沿川部等では、ハード・ソフトの両面から、水辺空間の保全・活用を進める。

✓環境学習機能、防災機能等を備えた「緑の拠点」や日常生活の質を高める「身近な公園」づくりとともに、社会
変化に対応した既存公園の再整備や老朽化した施設の適切な維持管理を進める。

✓上記を進めるに当たっては、民間事業者や地域住民等との連携（公民連携）により、魅力向上を図る。

✓幹線道路や主要な河川沿いを中心に、まちに潤いや彩りを与える、水と緑のネットワークづくりを進めることと
し、街路樹の整備・適切な維持管理や水辺空間の保全等を図る。

✓宅地開発に関する条例等を用いた宅地等の緑化促進や官民連携による緑化活動等により、緑あふれるまちづくり
を進める。

✓景観法に基づく届出制度、景観協定等を活用し、地域特性に応じた建物の形態・色彩等の誘導や緑地・樹木の保
全や積極的な緑化等により、良好な景観の創出と維持を図る。

✓老朽化が進む施設等の更新機会を捉えた質の高い公共空間の景観誘導や、夜間景観の演出等により、まちの魅力
を高める。

✓クロマツ、斜面緑地、寺社といった自然・歴史・文化的資源を活用し、住民等との連携を図りつつ、地域の魅力を
高めるまちづくりを進める。

■自然環境の保全と活用

■みどり豊かな都市空間の創出

■地域特性を活かした魅力的な景観形成

水辺活用のイメージ 海辺（三番瀬）の風景 水辺活用のイメージ

多様な主体と連携した公園整備のイメージ

良好な住宅地景観のイメージ 夜間景観の演出のイメージ 歴史文化を生かした景観形成のイメージ

出典：新宿中央公園HP

暑熱対策としての公園整備のイメージ まちに潤いを与える街路樹のイメージ
出典：東京都HP（広報東京都こども版）

      方 針 図（ ※現時点でのイメージであり、変更の可能性がある。）
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国分川（須和田橋） 春木川（国分川合流前）

大柏川（浅間橋）②多様な生物の生息環境が減少
・市内では、北部の農地、斜面緑地、河川や東京湾の三番瀬など各所に生物の生息場所となる自然が残されているが、
都市化に伴って、その面積は減少している。
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【震 災】

①建物やライフラインへの被害が想定される
・地震被害想定（東京湾直下地震、Mw7.3）では、建物被害で約1.8万件（被害率

17％）、火災被害で約1.1万棟（被害率10％）と予測されている。
・市内各所で液状化、ライフラインへの被害が想定されている。

②住宅の耐震化率は約95%、木造建築物が多い
・市内の建築物総数約11万棟のうち、木造の建築物が約８割を占めている。
・平成30年時点の住宅の耐震化率は約95％で、旧耐震基準（昭和55年以前）の建
築物で耐震性がないと推測される住宅が約1.2万戸残る。

【水 害】

③市中部・南部を中心とした浸水想定区域
・江戸川、真間川の沿川など、市中部及び南部等を中心として、河川氾濫による
浸水が想定されるほか、市全域で内水氾濫のおそれがある。

・東京湾に面しており、高潮のおそれがある。
・公共施設・学校等は、避難場所・避難所として指定されているが、一部が浸水
想定区域に含まれている。

④市北部には土砂災害警戒区域等が点在

✓建物やライフラインの被害想定、ハザードエリアの分布などを踏まえ、災害が起きた場合でも、人的・物的被害を最
小限に抑えることができる、安全なまちづくりが重要。

✓発災後、いち早く以前の生活をとり戻せるよう、迅速な復旧・復興に向けた取り組みが重要。

➡上記の考えをもとに、安全で安心なまちづくりを進めるため、「防災・減災対策の推進」、「迅速な復旧・復興に向け
た取組」を進めていく。

まとめ

✓地球温暖化の進行等により、災害が頻発化・激甚化する中、気候変動を抑制し、安全で健康な暮らしを守るために

二酸化炭素など温室効果ガスを削減することが重要。

✓大気質や水質の状況、騒音・振動等の生活環境問題、生物の生息環境減少などを踏まえ、快適な日常生活の実現と
ともに、人を含む多様な生物が共存できる環境づくりが重要。

➡上記の考えをもとに、「カーボンニュートラルの実現と良好な生活環境の保全」を進めていく。

まとめ

①大規模災害の可能性
・国内では、これまで、阪神淡路大震災、東日本大震災をはじめとする多くの
震災が発生してきたが、千葉では、今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見
舞われる確率が約60%と高い値となっている。

（R3.政府地震調査研究推進本部）
・地球温暖化等に起因する気候変動により、台風の大型化や断続的な集中豪雨
など、全国的に自然災害の頻発化・激甚化が見られる。

②防災対策に係る市民の関心・ニーズは特に高い
・令和5年に実施した市民アンケートでは、「地震や火災、水害などに弱い建
物・インフラへの対策」について、約53％が必要有と回答。これは、全項目
中、最も高い割合である。

水害ハザードマップ（江戸川）

浮遊粒子状物質（SPM）の年平均値の推移

災害の頻発・激甚化

被害想定等

建物被害危険度

地球温暖化の進行

生活環境等の状況

今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率

土砂災害警戒区域 うち土砂災害
特別警戒区域

114箇所 97箇所

警戒区域等の指定状況（R7.3時点）

①地球温暖化による気候の変動
・地球温暖化の進行に伴い、本市の平均気温及び最高気温
は上昇傾向にある。

・温室効果ガスの排出量が抑制されない場合、さらなる気
候変動が予測され、熱中症のリスクや集中豪雨の影響は、
ますます深刻なものとなる。

2861 
2724 2711 2645 

2776 
2624 2580 

2278 

2670 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3

民生家庭 民生業務 運輸 廃棄物 産業

15.0℃

15.5℃

16.0℃

16.5℃

17.0℃

17.5℃

18.0℃

33.0℃

34.0℃

35.0℃

36.0℃

37.0℃

38.0℃

39.0℃

40.0℃

市川市の平均気温及び最高気温の推移

最高気温 平均気温

（平均気温）（最高気温）

②二酸化炭素の排出量は、基準年度（H25）比で減
・本市における二酸化炭素排出量は、様々な要因で変動しつ
つも、基準年度の平成25年度からは減少傾向にある。

・「2050年カーボンニュートラルの実現（排出量実質ゼ
ロ）」の達成に向け、令和12年（2030）において、平成25 
年比、50％減少を目標としている。

二酸化炭素排出量の推移

河川のBOD（年平均値）の推移

（千t）

①大気環境・水環境は改善するも、依然、日常生活における様々な環境問題が残る
・大気環境は、改善が進んでおり、令和5年度調査では、二酸化窒素や浮遊粒子状物質（SPM）等は環境基準を達成している。
一方で、光化学オキシダントは、毎年環境基準を超過している。

・水環境は、改善が進んでおり、河川については、全地点で環境基準を達成している。（R5調査）
一方、海域については、参考値ではあるが、生活環境項目等の一部で環境基準を超過している。

・その他に、住工混在化等による騒音・振動・悪臭や、都市の過密化等に伴う生活騒音・日照阻害・ヒートアイランド現象と
いった問題が見られる。

▼ 環境基準値

（１）全体構想 ー D.防 災 E.環 境 8



整備方針のポイント

[４］ ライフラインと復興体制の強靭化

■防災・減災対策の推進

[１] 震災対策の推進

[２] 水害対策の推進

[３］ 災害時の避難場所等の確保

✓地震発生時における被害を軽減するため、土木構造物や建築物の耐震性向上・不燃化を進めるとともに、無電柱化
や危険なコンクリートブロック塀の撤去等、屋外空間の安全性向上を図る。

✓市街地における延焼火災の拡大抑制のため、広幅員道路や河川、公園緑地等のオープンスペース、耐火建築物等か
らなる延焼遮断帯の形成を進める。

✓減災マップの作成・配布により災害リスク・避難場所等の周知を図る。

✓災害時の安全性を確保するため、防災拠点となる公園や公共施設等の整備と機能の充実を図る。
また、避難路となる道路及び避難場所となる公共施設・オープンスペース等を確保する。

✓適切なタイミングで避難等が確実に行えるよう、防災訓練等の支援を行う。

✓温室効果ガスの排出削減、再生可能エネルギーの活用、二酸化炭素吸収源対策の推進により、カーボンニュートラル
の実現に向けたまちづくりを進める。

✓緑地、河川、海辺といった自然環境の保全とともに、大気環境・水環境・地質環境といった生活環境の維持・改善を
図り、生物多様性の確保に向けたまちづくりを進める。

✓台風や集中豪雨等による水害を軽減するため、河川整備から民地における雨水流出抑制まで総合的に治水・浸水対
策を進めるとともに、急傾斜地・斜面緑地の崩壊防止対策などの土砂災害対策を進める。

✓臨海部の護岸整備等、高潮・津波対策を進める。
✓災害ハザードエリアでの開発を抑制するとともに、ハザードマップの作成・配布により災害リスクの周知を図る。

✓生活や業務の継続性を確保するため、下水道施設等の耐震機能の向上や老朽化した施設の建替え等ライフライン施
設等の安全化を図るとともに、自立分散型エネルギー設備の整備を進める。

✓緊急輸送道路や架橋の整備、無電柱化等により、物資や資機材の円滑な搬送手段を確保する。
✓迅速な生活再建や街区構造の改善に寄与する、復興まちづくりの事前準備を進めるほか、災害復旧に関する事項に
ついて民間事業者等との連携体制の維持・拡充を図る。

✓全国的に災害の激甚化・頻発化が進んでおり、災害対応力・発災後の復旧・復興力を強化する必要がある。

■迅速な復旧・復興に向けた取組の実施

■カーボンニュートラルの実現と良好な生活環境の保全

治水対策のイメージ 親水性に配慮した護岸整備のイメージ

電気自動車のイメージ ZEH（省エネ住宅）のイメージ
出典：国土交通省HP（電気自動車等の普及に向けた道路環境整備）

出典：国土交通省HP（流域治水の推進）

出典：資源エネルギー庁HP

      方 針 図（ ※現時点でのイメージであり、変更の可能性がある。）

（１）全体構想 ー D.防 災

（１）全体構想 ー E.環 境
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地域の概況

■【１．土地利用・市街地整備】

■【２．道路・交通】

■【３．水と緑・景観】

■【４．防 災】

■【５．環 境】

① 閑静な住宅地の維持

② 住宅地の生活利便性の向上

③ 歴史的風情を活かした街並みの形成

④ 駅周辺の賑わいの創出
⑤ 耕作されなくなった農地（荒地）の増加防止

① 公共交通サービスをもっと利用しやすく

② 駅周辺をより安全で歩きやすく
③ 道路の渋滞・混雑を緩和

④ 住宅地内の車両の通過を抑制

⑤ 主要な公園等へのアクセス向上

① みどりを守る 【→写真❶】

② 身近な公園を増やす

③ 公園をより快適で楽しめる場所へ
④ 寺院等の歴史的な景観を守る

⑤ 梨街道など特色ある街並みを守る 【→写真❷】

① 住宅等の耐震不燃化

② 石垣やブロック塀の倒壊防止対策

③ 狭い道路の拡幅
④ 大雨時の冠水対策

⑤ がけの崩壊対策

地域のニーズ（オープンハウス・市民アンケートの結果から）

① 斜面緑地等の自然環境を守る 【→写真❶】

② 自然と触れ合う場をつくる
③ 河川の水質改善 【→写真❸】

1,730ha （全市における割合: 30.7％）

■【土地利用】

■【都市機能・都市構造】

50％：３位

56％：１位

52％：２位

■【人口】

≪基礎データ≫ （ ）内：現行計画策定後約20年間の変化
〇総数 ：109,619人（増加 ↗ 但し、一部地区で減 ↘ ）
〇人口密度：63人/ha（上昇 ↗ 但し、一部地区で低下 ↘ ）
〇高齢化率：26.3％（上昇 ↗ ）

➢人口は一部で減少したが、地域全体としては増加

➢高齢化率は、市平均値を上回る水準、 京成線以北の広範囲で上昇傾向にある

≪基礎データ≫（ ）内：現計画策定後約20年間の変化
〇都市的土地利用：約68％（＋7％ ↗ ）
住宅用地 ：約34％（＋2％ ↗ ）
商業用地 ：約4％ （横ばい→ ）
工業用地 ：約1％ （横ばい→ ）

〇自然的土地利用：約32％（－7％ ↘ ）
〇風致地区：八幡、法華経寺、大町、梨風苑地区

➢住宅用地と自然的土地利用（農地）の割合が高い
➢宅地化が進展する一方、自然的土地利用は減少

➢買物の利便性（アクセス性）は、市平均値と比較しやや劣る
➢土砂災害や浸水のリスクが存在
➢狭あい道路の割合がやや高い

49％：４位

44％：５位

≪基礎データ≫（ ）内：市平均値

町丁目別人口増減
［H17→R6］

町丁目別高齢化率
［H17→R6］

○買物 ： 商業施設徒歩圏人口カバー率※１ 60.0％（76.7％）

○公園 ： 都市公園徒歩圏人口カバー率※１ 93.9％（92.1％）

一人当たり公園面積※２ 4.42㎡（3.64㎡）

○公共交通： 公共交通路線徒歩圏人口カバー率※３ 92.7％（93.0％）

○防災 ： 土砂災害特別警戒区域 有 ー

浸水想定区域 有 ー

狭あい道路率※４ 38.2％（29.0％）

２

３

１

✓本地域は、高齢化率が特に高いことに加え、広い範囲で上昇傾向にある。また、住宅用地と自然（農地・緑地）を主
とした土地利用であるが、自然的土地利用は減少傾向にある。

✓狭あい道路が特に多い、買物の利便性にやや劣るといった状況が見られる。

✓駅周辺の賑わい創出や住宅地の生活利便性の向上等を通じて、子育て世帯から高齢者まで幅広い世代が、住みや
すさ、便利さを感じられるまちづくりを進めることが求められる。また、防災性の向上、自然環境の保全・活用、公
園の新規整備・リニューアル等により、安全で快適に暮らせるまちづくりを進めることなどが重要となる。

まとめ

梨 園

大 柏 川

大柏川第一調節池緑地
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※１：商業施設（大規模小売店舗、スーパー、コンビニ）、都市公園・市営公園を中心に半径300m内の人口／４地域別人口［R6］
※２：都市公園・市営公園・緑地の面積／４地域別人口［R6］
※３：鉄道駅を中心に半径800m、バス停を中心に半径300m内の人口／４地域別人口［R6］
※４：幅員4m未満の道路延長（km）／道路の総延長（km）［R3］



地域別整備方針のポイント 地域づくりの方針図

■【Ⅰ．土地利用・市街地整備】

■【Ⅱ．道路・交通】

■【Ⅲ．水と緑・景観】

■【Ⅳ．防 災】

■【Ⅴ．環 境】

大柏川第二調節池 ⇒自然環境と触れ合える空間づくりの検討

宮久保、下貝塚、大野町、柏井町、北方、若宮地区 ⇒公共下水道（汚水）の建設

北部の優良農地や樹林地の広がる調整区域 ⇒農業環境の維持、開発抑制を原則とした土地利用

必要性５位1

2

3

低層住宅が広がる住宅地 ⇒良好な住環境を維持しつつ、日常生活（買物等）の利便性に配慮した土地利用

本八幡駅・市川大野駅周辺 ⇒商業・業務機能の維持・強化

松飛台駅～北千葉道路周辺

⇒（北千葉道路・（都）３・３・９号の整備動向や） 広域的視点を踏まえ、周辺と調和する土地利用の検討

市街地内の農地 ⇒保全に努めつつ、市民農園や公園などとしての活用検討

北部の優良農地や樹林地の広がる調整区域 ⇒農業環境の維持、開発抑制を原則とした土地利用

必要性２位

1

2

3

4

5

A[2]

A[1]
A[2]

A[4]
A[5]

公共交通 ⇒本八幡駅前広場の利便性向上

バス ⇒ コミバスの運行頻度やルートの見直し、道路整備を通じた定時性の向上

本八幡駅・市川大野駅周辺 ⇒無電柱化や歩行者空間の創出によるウォーカブルなまちづくり
(都)3･5･26号（木下街道)、 (都)3･４･１５号（本八幡駅前線) ⇒ 道路ネットワークの整備

京成本線と木下街道の交差部 ⇒ 立体交差化

(都)３・３・９号（柏井大町線）、北千葉道路 ⇒広域道路ネットワークの整備

必要性１位

1

2

3

4

5

6B[4]

B[1]

B[2]
B[1]

B[3]
B[3]

斜面緑地 ⇒景観や安全性に配慮した上で保全

宮久保・柏井・若宮等の生産緑地 ⇒農地保全に努めつつ、市民農園や公園などとしての活用検討

大町公園、（仮）葛南広域公園 ⇒「緑の拠点」として新たな公園の整備や機能の充実

中山法華経寺と周辺の寺社群 ⇒歴史や文化資源を活かした景観形成

必要性３位

1

2

3

4

C[2]
C[1]
C[1]

C[5]
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❶八幡市民交流館の整備（R7完成）
❷本八幡駅北口駅前地区市街地再開発事業（R6都市計画決定）
❸北千葉道路整備事業（一部区間 R6事業承認及び認可）

斎場施設のイメージ八幡市民交流館のイメージ 本八幡駅北口駅前地区市街地再開発事業のイメージ

❹斎場施設の建替え計画（R9建物完成予定）

■本地域における最近の取組みや検討/進行中の事業等

本八幡駅周辺 ⇒市街地再開発事業の実施／広場等のオープンスペースの創出

密集市街地など ⇒建築物の耐震・不燃化／屋外空間の安全性向上

大柏川第二調節池、派川大柏川 ⇒治水対策の実施

急傾斜地・崖地・斜面緑地 ⇒ 崩壊対策の促進

狭あい道路が存在する地区 ⇒狭あい道路の改善

斎場施設 ⇒老朽化した施設の建替えによる業務継続性の確保

必要性４位

1

2

3

4

5

D[1]
D[1]

D[4]
D[3]

D[2]

６

D[2]



■【Ⅰ．土地利用・市街地整備】

➢買物、公共交通の利便性は、市平均値と比較しやや劣る
➢里見公園等が立地、一人当たり公園面積が大きい
➢土砂災害や浸水のリスクが存在
➢狭あい道路の割合が比較的高い

■【Ⅱ．道路・交通】

■【Ⅲ．水と緑・景観】

■【Ⅳ．防 災】

■【Ⅴ．環 境】

① 閑静な住宅地を維持

② ゆとりある住宅地の形成

③ 住宅地の生活利便性の向上

④ 駅周辺の賑わいを創出
⑤ 水辺の環境を活かし、気軽に楽しめる空間へ 【→写真❶】

① 公共交通サービスをもっと利用しやすく

② 駅周辺をより安全で歩きやすく 【→写真❷】
③ 駅周辺の車道・歩道での駐車・駐輪を減らす

④ 道路の渋滞・混雑を緩和

① みどりを守る 【→写真❸】

② 公園をより快適で楽しめる場所へ
③ 史跡、寺社等の貴重な歴史資源を活かす

④ 河川を活かした景観をつくる

① 密集した木造住宅の耐震不燃化

② 狭い道路の拡幅 
③ 河川の安全対策

④ がけの崩壊対策

① 河川の水質改善

② 公共下水道の整備

1,217ha （全市における割合: 21.6％）

地域の概況

■【土地利用】

■【都市機能・都市構造】

■【人口】

≪基礎データ≫ （ ）内：現行計画策定後約20年間の変化
〇総数 ：97,853人（増加 ↗ 但し、一部地区で減 ↘ ）
〇人口密度：80人/ha（上昇 ↗ 但し、一部地区で低下 ↘ ）
〇高齢化率：25.0％（上昇 ↗ ）

➢人口は一部で減少したが、地域全体としては増加

➢高齢化率は、市平均値を上回る水準、 京成線以北の広範囲で上昇傾向にある

≪基礎データ≫（ ）内：現計画策定後約20年間の変化
〇都市的土地利用：約84％（＋6％ ↗ ）
住宅用地 ：約43％（－1％ ↘ ）
商業用地 ：約3％ （横ばい→ ）
工業用地 ：約1％ （横ばい→ ）

〇自然的土地利用：約16％（－6％ ↘ ）
〇風致地区：国府台地区

➢住宅用地の割合は４地域の中で最も高い
➢外環整備等に伴い道路用地が増加
➢自然的土地利用は減少

≪基礎データ≫（ ）内：市平均値

町丁目別人口増減
［H17→R6］

町丁目別高齢化率
［H17→R6］

○買物 ：商業施設徒歩圏人口カバー率 68.0％（76.7％）

○公園 ：都市公園徒歩圏人口カバー率 89.6％（92.1％）

一人当たり公園面積 6.48㎡（3.64㎡）

○公共交通 ：公共交通路線徒歩圏人口カバー率 84.4％（93.0％）

○防災 ：土砂災害特別警戒区域 有 ー

浸水想定区域 有 ー

狭あい道路率 34.3％（29.0％）

48％：４位

48％：４位

57％：２位

62％：１位

51％：３位

48％：４位

48％：４位

45％：５位

✓本地域は、高齢化率が特に高いことに加え、広い範囲で上昇傾向にある。また、大学等の文教厚生用地の割合が比
較的高いといった特徴を有するが、基本的には住宅用地を主体とした土地利用である。

✓狭あい道路が多い、買物や公共交通のアクセス利便性にやや劣るといった状況が見られる。

✓駅周辺の賑わい創出や住宅地の生活利便性の向上等を通じて、子育て世帯、高齢者、学生など幅広い世代が住み
やすさ、便利さを感じられるまちづくりを進めることが求められる。また、防災性の向上、公共交通サービスの改
善等により、安全で快適に暮らせるまちづくりを進めることなどが重要となる。

まとめ

地域のニーズ（オープンハウス・市民アンケートの結果から）

いちかわ水辺クルーズ

３

じゅん菜池緑地

本八幡駅北口再開発のイメージ

１

２
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地域づくりの方針図

■【Ⅱ．道路・交通】

■【Ⅲ．水と緑・景観】

■【Ⅳ．防 災】

■【Ⅴ．環 境】

国府台スタジアムのイメージ 国府台スタジアムのイメージ

地域別整備方針のポイント

■【Ⅰ．土地利用・市街地整備】

菅野処理区 ⇒ 下水道施設の老朽化対策
国分、稲越、曽谷地区 ⇒ 公共下水道（汚水）の建設
台地上に広がる優良農地 ⇒ 農業生産の場及び貴重な緑の空間として保全

必要性３位・４位1
2
3

低層住宅が広がる住宅地 ⇒ 良好な住環境を維持しつつ、日常生活（買物等）の利便性に配慮した土地利用
敷地にゆとりのある低層住宅地 ⇒ 地域住民の意向を踏まえた上で、宅地細分化の防止策の検討
真間川沿いの市街地 ⇒ 風致地区の良好な住環境を維持

市川駅周辺 ⇒ 商業・業務機能の充実、居心地の良いまちなかの創出
北国分駅周辺 ⇒ 商業機能の充実を図り、魅力ある地域拠点となる土地利用

必要性４位

1
2
3
4
5

A[1]

A[2]
A[1]
A[1]

A[2]

公共交通 ⇒ 新たな移動手段の検討
市川駅周辺 ⇒ 無電柱化や歩行者空間の創出によるウォーカブルなまちづくり
国道14号や(都)3･5･28号（国分下貝塚線）、(都)3･4･15号（本八幡駅前線）等 ⇒ 道路ネットワークの整備
北千葉道路 ⇒ 広域道路ネットワークの整備

必要性５位

必要性４位
1

2

3

4

B[3]
B[2]
B[1]

B[4]

斜面緑地 ⇒ 景観や安全性に配慮した上で保全
生産緑地 ⇒ 保全に努めつつ、市民農園や公園などとしての活用検討
菅野・平田地区 ⇒ 住宅地や寺社に残る黒松等の保全
里見公園、じゅん菜池緑地等 ⇒ 多様な主体との連携、適切な維持管理等による魅力向上
歴史的資源が残る地区（真間等）⇒ 歴史を活かしながら新たな文化を生み出す景観づくり

必要性２位

必要性４位
1
2
3
4
5

C[1]

C[2]

C[1]

C[1]

C[5]

京成本線沿線や北部に点在する密集市街地など ⇒ 建築物の耐震・不燃化／屋外空間の安全性向上
江戸川沿いの市街地 ⇒ スーパー堤防事業と調整を図り、一体的な市街地の整備
春木川 ⇒ 治水対策の実施
急傾斜地・崖地・斜面緑地 ⇒ 崩壊対策の実施

狭あい道路が存在する地区 ⇒ 狭あい道路の改善 必要性１位

1
2
3
4
5

D[2]
D[1]

D[3]

D[2]
D[2]
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❶国府台スタジアムの整備（R7オープン）
 ❷北千葉道路整備事業（一部区間 R6事業承認及び認可）

■本地域における最近の取組みや検討/進行中の事業等
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中部

■【Ⅰ．土地利用・市街地整備】

■【Ⅱ．道路・交通】

■【Ⅲ．水と緑・景観】

■【Ⅳ．防 災】

■【Ⅴ．環 境】

① 敷地の細分化による住環境の悪化を防ぐ

② 駅周辺の賑わいを創出

③ まちの防災性を高める市街地再開発事業を進める 【→写真❶】  

④ 工業地域において、工場の操業環境を守る

⑤ 水辺の環境を活かし、楽しめる空間をつくる 【→写真❷】

⑥ 主に市街化調整区域において、農地、倉庫、学校などが混在している状況を改善する

① 公共交通サービスをもっと利用しやすく

② 駅周辺をより安全で歩きやすく

③ 住宅地内を通る道路をより安全で歩きやすく
④ 駅周辺の車道・歩道での駐車・駐輪を減らす

⑤ 道路の渋滞・混雑を緩和

⑥ 京葉道路や外かん道路へのアクセス性向上

⑦ 江戸川へのアクセス向上

① みどりを守る

② 身近な公園を増やす

③ 公園をより快適で楽しめる場所へ
④ 古くから親しまれている街並みを守る

⑤ 建物の調和や統一感の創出による良好な景観形成 【→写真❸】

① 密集した木造住宅の耐震不燃化

② 狭い道路の拡幅 
③ 水害に強い街をつくる

① 河川の水質改善

② 公共下水道の整備

1,323ha （全市における割合: 23.5％）

地域の概況

■【土地利用】

■【都市機能・都市構造】

■【人口】

≪基礎データ≫ （ ）内：現行計画策定後約20年間の変化
〇総数 ：120,035人（増加 ↗ 但し、一部地区で減 ↘ ）
〇人口密度：91人/ha（上昇 ↗ 但し、一部地区で低下 ↘ ）
〇高齢化率：19.2％（上昇 ↗ ）

➢地域全体の人口は増加、特に総武線の駅周辺において増加が顕著

➢高齢化率は上昇傾向にあるが、市平均値と比較すると低い水準

≪基礎データ≫（ ）内：現計画策定後約20年間の変化
〇都市的土地利用：約86％（＋6％ ↗ ）
住宅用地 ：約25％（横ばい→ ）
商業用地 ：約7％ （－1％ ↘ ）
工業用地 ：約12％（－1％ ↘ ）

〇自然的土地利用：約14％（－6％ ↘ ）

➢住宅用地を中心に、都市的土地利用の割合が高い
➢商業・工業用地が比較的多いが、その割合は微減
➢道路用地は増加、自然的土地利用は減少

➢買物の利便性にやや優れる。
➢公園は徒歩圏に存在するが、一人当たり公園面積が小さい
➢浸水リスクが存在

≪基礎データ≫（ ）内：市平均値

○買物 ：商業施設徒歩圏人口カバー率 83.3％（76.7％）

○公園 ：都市公園徒歩圏人口カバー率 91.6％（92.1％）

一人当たり公園面積 2.46㎡（3.64㎡）

○公共交通 ：公共交通路線徒歩圏人口カバー率 94.0％（93.0％）

○防災 ：土砂災害特別警戒区域 無 ー

浸水想定区域 有 ー

狭あい道路率 26.3％（29.0％）

48％：４位

55％：２位

55％：２位

63％：１位

３

町丁目別人口増減
［H17→R6］

町丁目別高齢化率
［H17→R6］

50％：３位

45％：５位

✓本地域は、市の中心部に位置し、駅周辺を中心に人口が増加している。また、他地域と比較すると、自然（農地・緑
地）が少なく、商業・工業用地はやや多いものの、その割合は減少傾向にある。

✓浸水のリスクや一人当たりの公園面積が小さいといった状況が見られる。

✓駅周辺の賑わい創出や狭あい道路の拡幅等を通じて、本地域の居住者や利用者など、全ての人にとって安全で居
心地が良いまちづくりを進めていくことが求められる。また、緑や水辺の保全・活用、公園の新規整備・リニューア
ル等により、身近にゆとり・潤いが感じられるまちづくりを進めていくことなどが重要となる。

まとめ

地域のニーズ（オープンハウス・市民アンケートの結果から）

２

江戸川河川敷

大和田４丁目景観協定

再開発事業のイメージ

１
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地域づくりの方針図

■【Ⅱ．道路・交通】

■【Ⅲ．水と緑・景観】

■【Ⅳ．防 災】

■【Ⅴ．環 境】

地域別整備方針のポイント

■【Ⅰ．土地利用・市街地整備】

本八幡駅及びメディアパーク市川周辺、市川駅周辺
⇒ 商業・業務・文化機能の充実、歩いて楽しめる回遊性の高い拠点形成 

原木中山駅周辺 ⇒ 商業・業務機能等の充実
市川南、平田、田尻、原木地区の一部における工業地

⇒ 操業環境の維持＆まちの変化等に合わせ、周辺に配慮した土地利用・開発計画を誘導
臨海部及び京葉道路周辺の工業地 ⇒ 広域的な連絡性を活かし、工業・流通業務の振興
原木・高谷地区の市街化調整区域 ⇒ 都市計画道路の整備動向を踏まえ、周辺環境に配慮した土地利用の誘導

必要性４位

必要性５位

1

2
3

4
5

A[3]

A[2]

A[2]

A[3]
A[5]

公共交通 ⇒ 新たな移動手段の検討

本八幡駅、市川駅周辺 ⇒ 無電柱化や歩行者空間の創出によるウォーカブルなまちづくり
（都）3･4･13号（二俣高谷線）、（都）3･4･1４号、（都）3･６･３２号等 ⇒ 道路ネットワークの整備
（仮）大洲橋 ⇒ 江戸川架橋の整備
新湾岸道路 ⇒ 広域道路ネットワークの整備に向けた調査

必要性２位

必要性３位

1
2
3
4
5B[4]

B[2]

B[3]

B[1]

B[3]

江戸川の水辺環境 ⇒ 都市の貴重なオープンスペースとして保全、レクリエーションの場としての活用

地域の身近な公園 ⇒ 多様な主体との連携、適切な維持管理等による魅力向上
原木・高谷・二俣地区 ⇒ 地域の特性を活かした公園整備
主要な道路 ⇒ 街路樹の植栽とその適切な維持管理
原木・高谷地区 ⇒ 旧街道の街並み景観の保全

必要性２位

1
2
3
4
5

C[3]

C[2]
C[2]

C[1]

C[5]

本八幡駅周辺 ⇒ 市街地再開発事業の実施／広場等のオープンスペースの創出
総武線以南に広がる密集市街地など ⇒ 建物の共同化や建替えと併せた耐震・不燃化
市川南地区、高谷・田尻地区 ⇒ 公共下水道（雨水）の建設、 浸水対策の実施 （市川南ポンプ場の整備）
江戸川沿いの市街地 ⇒ スーパー堤防事業と調整を図り、一体的な市街地の整備

狭あい道路が存在する地区 ⇒ 狭あい道路の改善
クリーンセンター ⇒ 老朽化した施設の建替えによる業務継続性の確保

必要性１位

1
2
3
4
5
6

D[2]
D[2]
D[3]

D[1]
D[1]

D[3]

クリーンセンター ⇒ エネルギーの地産池消
原木・二俣地区 ⇒公共下水道（汚水）の建設

1
2
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❶京葉ガス跡地開発計画（R8完成予定）
❷次期クリーンセンター施設整備
❸原木中山駅前公共施設再編整備

次期クリーンセンターのイメージ 都市計画道路３・６・３２号京葉ガス跡地開発のイメージ

■本地域における最近の取組みや検討/進行中の事業等



■【Ⅰ．土地利用・市街地整備】

■【Ⅱ．道路・交通】

■【Ⅲ．水と緑・景観】

■【Ⅳ．防 災】

■【Ⅴ．環 境】

① 敷地の細分化による住環境の悪化を防ぐ

② 大規模団地の良好な住環境の維持 【→写真❶】

③ 駅周辺の賑わいを創出

④ 臨海部は、工業・流通業務地としての活性化を図る

① 公共交通サービスをもっと利用しやすく

② 駅周辺をより安全で歩きやすく

③ 住宅地内を通る道路をより安全で歩きやすく

④ 駅周辺の車道・歩道での駐車・駐輪を減らす

⑤ 道路の渋滞・混雑を緩和

① 水（海）辺の環境を活かし、楽しめる空間をつくる 【→写真❷】

② 公園をより快適で楽しめる場所へ

③ 河川や海を活用した景観形成

④ 歴史的な景観を守る

① 狭い道路の拡幅

② 雨水排水施設の整備

③ 水害に強い街をつくる

① 河川の水質改善

② 行徳近郊緑地等の自然環境を守る 【→写真❸】

③ 三番瀬の生態系を守り再生する

1,369ha （全市における割合: 24.3％）

地域の概況

■【土地利用】

■【都市機能・都市構造】

■【人口】

≪基礎データ≫ （ ）内：現行計画策定後約20年間の変化
〇総数 ：169,169人（増加 ↗ 但し、一部地区で減 ↘ ）
〇人口密度：124人/ha（上昇 ↗ 但し、一部地区で低下 ↘ ）
〇高齢化率：16.0％（上昇 ↗ ）

➢地域全体の人口は増加、特に東西線の駅周辺において増加が顕著

➢高齢化率は上昇傾向にあるが、４地域で最も低い水準

➢住宅用地を中心に都市的土地利用の割合が高い
➢住宅用地が増加する一方、商業用地が微減
➢臨海部では工業用地が減少、運輸施設用地が増加

➢買物の利便性に優れる。
➢公園は徒歩圏に存在するが、一人当たり公園面積が小さい
➢区画整理地が多く狭あい道路は少ない
➢浸水リスクが存在

≪基礎データ≫（ ）内：市平均値

町丁目別人口増減
［H17→R6］

町丁目別高齢化率
［H17→R6］

○買物 ：商業施設徒歩圏人口カバー率 88.3％（76.7％）

○公園 ：都市公園徒歩圏人口カバー率 99.9％（92.1％）

一人当たり公園面積 2.32㎡（3.64㎡）

○公共交通 ：公共交通路線徒歩圏人口カバー率 97.5％（93.0％）

○防災 ：土砂災害特別警戒区域 無 ー

浸水想定区域 有 ー

狭あい道路率 13.4％（29.0％）

65％：１位

43％：５位

51％：３位

55％：２位

48％：４位

１

２

３

✓本地域は高齢化率が比較的低く、生産年齢人口の割合が比較的高い。また、住宅用地の割合が増加する一方、商業
用地は減少傾向にある。

✓浸水想定区域が存在しており、水害リスクを有するほか、一人当たりの公園面積が小さいといった状況にある。

✓駅周辺の賑わい創出や防災性の向上等を通じて、本地域の居住者や利用者など、全ての人にとって安全で住みや
すいまちづくりを進めることが求められる。

 また、緑地や海辺の保全・活用、公園の新規整備・リニューアル等により、身近にゆとり・潤いが感じられるまちづく
りを進めることなどが重要となる。

まとめ

地域のニーズ（オープンハウス・市民アンケートの結果から）

ハイタウン塩浜団地 UR

三番瀬 護岸

行徳近郊緑地

≪基礎データ≫（ ）内：現計画策定後約20年間の変化
〇都市的土地利用：約88％（＋2％ ↗ ）
住宅用地 ：約32％（＋4％ ↗ ）
商業用地 ：約4％ （－2％ ↘ ）
工業用地 ：約7％ （－3％ ↘ ）

〇自然的土地利用：約12％（－2％ ↘ ）
○行徳近郊緑地特別保全地区が立地

（２）地域別構想 ー Ⅳ．南部地域 16
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地域づくりの方針図

■【Ⅰ．土地利用・市街地整備】

■【Ⅱ．道路・交通】

■【Ⅲ．水と緑・景観】

■【Ⅳ．防 災】

■【Ⅴ．環 境】

地域別整備方針のポイント

行徳駅周辺 ⇒ 無電柱化や歩行者空間の創出によるウォーカブルなまちづくり、駅前の交通利便性向上
主要な駅周辺 ⇒ 段差解消などバリアフリー化
狭あい道路が存在する地区 ⇒ 狭あい道路の改善
(仮)押切・湊橋 ⇒ 江戸川架橋の整備

必要性５位

1

2

3

4

行徳駅・南行徳駅周辺 ⇒ 老朽化が進む市街地の更新を促進／共同化によるオープンスペースの創出
旧市街地の密集市街地など ⇒ 建築物の耐震・不燃化

香取、河原地区 ⇒ 浸水対策の実施 （ポンプ場の整備）

臨海部 ⇒ 高潮対策の実施 （護岸整備、防波堤の点検・整備）
消防施設 ⇒ 老朽化した施設の建替えによる業務継続性の確保

必要性２位

必要性２位

1
2
3
4
5

江戸川第一終末処理場の整備、江戸川第二終末処理場の改築

行徳近郊緑地 ⇒ 自然環境の保全、有効活用、 三番瀬 ⇒干潟の再生
妙典・下妙典地区 ⇒ 地域の脱炭素と住環境の向上

必要性４位
1
2
3

臨海部（塩浜等） ⇒ 海辺を感じられる景観づくり／干潟の創出による三番瀬の環境と漁場の再生

地域の公園 ⇒ 民間活力（Park-PFI）の導入等を視野にいれた再整備による魅力向上
塩浜地区 ⇒ 市有地を活用した、「海辺の拠点」としての機能強化
行徳駅前通り等 ⇒ 緑化の推進、街路樹の適切な維持管理
行徳街道沿い等の旧市街地 ⇒ 歴史の趣を活かしながら、新しい街並みづくりを誘導

必要性３位

1

2
3
4
5

A[3]

A[2]
A[2]

A[7]
A[3]

B[2]

B[2]
B[2]

B[3]

C[3]

C[2]
C[2]

C[5]

C[1]

D[3]

D[1]
D[1]
D[2]
D[2]
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行徳駅・南行徳駅・妙典駅周辺 ⇒ 商業・業務・文化機能の充実、賑わいの創出、快適な歩行空間の創出等
市川塩浜駅周辺 ⇒ 多様な機能が集積する新たな拠点としての土地利用
（都）３・４・１８号沿道 ⇒ 利便性向上等に配慮した土地利用の誘導
広尾・島尻地区の一部における工業地

⇒ 操業環境の維持、土地利用の転換等に合わせた周辺に配慮した開発計画の誘導
臨海部の工業地 ⇒ 工業・流通業務の拠点として振興
住環境（マンションや団地） ⇒ マンションの適切な維持管理と円滑な建替えの促進

1
2
3

4

5
６

A[2]

必要性１位

❶妙典こども地域交流館の整備（R7オープン）
❷（仮称）押切・湊橋の整備
❸塩浜市有地の活用

❹塩浜親水事業（三番瀬の干潟再生）

■本地域における最近の取組みや検討/進行中の事業等

（仮）押切・湊橋のイメージ妙典こども地域交流館のイメージ 塩浜親水事業のイメージ
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まちづくりにおける役割

将来都市像の実現を目指し、市民・事業者・行政が適正な役割分担のもとに、互いに協力してまちづくりを進めま

す。

（１）市民・事業者の役割

①市 民
地域住民間で連携を図り、景観づくりや身近な公園の管理など住民主体の活動を進めるとともに、自らできる

ことを積極的に行います。

②事業者
地域の住民や行政と連携・協力するとともに、社会的な役割や専門的な知識を活用し、住み良いまちづくりや

地域の活性化等の活動を行います。

（２）行政の役割

①情報の収集と提供
まちづくりに関する様々な情報の収集と提供を行うとともに、行政が率先して取り組むまちづくりについて計

画段階から積極的に市民参加（市民の意見や提案）を求めます。

②支援・助成制度の充実
まちづくり講習会や勉強会等の開催、市民主体の各種活動への支援、助成制度の充実等、それぞれの段階に応

じて適切に支援を行います。

③推進体制の充実
総合的かつ効果的なまちづくりを推進するために、庁内体制を充実するとともに、関係各課との調整を適切に

行い、実務的な連携を図ります。

④関係機関等との調整
まちづくりに関する広域的な連携や調整を図るため、関係機関との協議等を行います。

・まちづくりに関する学習

・緑化、景観づくり

・計画・構想策定への参加

・身近な施設の管理・運営

・まちづくりや計画等の提案

・NPOやボランティア等の活動 等

市民・事業者

・情報の収集と提供

・市民の意見や提案の受付け

・講習会や勉強会等の開催

・各種活動への支援

・庁内体制の充実

・関連各課との調整

・関係機関との協議

・都市計画マスタープラン
の進行管理 等

行 政

パートナー
シップの
まちづくり

協働の取組

○少子高齢化、インフラの老朽化、災害の激甚・頻発化など社会経済情勢が大きく変化する状況下にあっては、限られた
財源の中、多様化する市民ニーズに柔軟に対応しつつ、市川市の魅力や価値を高めていくことが重要となります。

○このことから、市民・事業者・行政がそれぞれの役割を踏まえ、ともに考え・ともに選び・ともに行動する「協働によるま
ちづくり」を基本姿勢とした上で、都市マネジメントの視点に立った、効率的・効果的なまちづくりを進めていきます。
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